
税 制 上 の 優 遇 措 置

表 彰 制 度

0985-21-1885
0985-86-2017
0985-36-2020
0985-82-4721
0985-55-6207
0986-23-2980
0986-57-3112
0986-58-2311
0986-64-1111
0986-62-1111
0982-22-7017
0982-47-3601
0982-45-4228
0982-46-5012
0987-23-1191
0987-55-2161
0987-64-3270
0984-23-0111
0984-48-3111
0984-44-1100
0982-52-2111
0987-72-1123
0987-72-6943
0983-32-1010
0984-35-2800

宮崎市役所　福祉部　福祉総務課
宮崎市社会福祉協議会　田野支所
宮崎市社会福祉協議会　佐土原支所
宮崎市社会福祉協議会　高岡支所
宮崎市社会福祉協議会　清武支所
都城市役所　福祉部　福祉課
都城市山之口総合支所　市民生活課
都城市高城総合支所　市民生活課
都城市山田総合支所　市民生活課
都城市高﨑総合支所　市民生活課
延岡市役所　こども家庭課
延岡市北方総合支所　市民サービス課
延岡市北浦総合支所　市民サービス課
延岡市北川総合支所　市民サービス課
日南市社会福祉協議会
日南市社会福祉協議会　北郷支所
日南市社会福祉協議会　南郷支所
小林市役所　健康福祉部　福祉課
小林市須木庁舎　住民生活課
小林市野尻庁舎　住民生活課
日向市役所　健康福祉部　福祉課
串間市福祉事務所
串間市社会福祉協議会
西都市福祉事務所　高齢者福祉係
えびの市社会福祉協議会

宮 崎 市
田 野
佐 土 原
高 岡
清 武
都 城 市
山 之 口
高 城
山 田
高 﨑
延 岡 市
北 方
北 浦
北 川
日 南 市
北 郷
南 郷
小 林 市
須 木
野 尻
日 向 市

串 間 市

西 都 市
え び の 市

☎ 窓口ご担当
0986-52-1246
0984-42-2230
0986-23-4520
0985-75-6267
0985-77-3066
0985-26-1551
0983-26-2009
0983-33-6382
0983-36-1212
0983-32-2114
0983-27-8007
0983-21-3802
0983-25-0048
0983-22-1404
0982-63-1140
0982-65-0375
0982-67-2275
0982-59-0787
0982-66-2464
0982-62-6191
0982-35-1700
0982-72-3667
0982-87-2680
0982-82-1520
0982-72-2193

三股町社会福祉協議会
高原町社会福祉協議会
宮崎県南部福祉こどもセンター
国富町社会福祉協議会
綾町社会福祉協議会
宮崎県中央福祉こどもセンター
高鍋町役場　健康福祉課
新富町役場　福祉課
西米良村社会福祉協議会
木城町社会福祉協議会
川南町役場　福祉課
川南町社会福祉協議会
都農町社会福祉協議会
宮崎県児湯福祉事務所
門川町役場　福祉課
諸塚村社会福祉協議会
椎葉村社会福祉協議会
美郷町社会福祉協議会南郷事業所
美郷町社会福祉協議会西郷事業所
美郷町社会福祉協議会北郷事業所
宮崎県北部福祉こどもセンター
高千穂町社会福祉協議会
日之影町社会福祉協議会
五ヶ瀬町社会福祉協議会
宮崎県西臼杵支庁　福祉課

三 股 町
高 原 町
北 西 諸 県
国 富 町
綾 町
中 部
高 鍋 町
新 富 町
西 米 良 村
木 城 町

川 南 町

都 農 町
児 湯
門 川 町
諸 塚 村
椎 葉 村
美郷町  南郷区
美郷町  西郷区
美郷町  北郷区
東 臼 杵
高 千 穂 町
日 之 影 町
五 ヶ 瀬 町
西 臼 杵

☎ 窓口ご担当
北
西
諸
県
地
区
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部
地
区

児
湯
地
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区

個人の場合

※税控除についての詳細は、お近くの税務署、税務相談室や税理士にお問合せください。

県内各市町村における赤十字窓口一覧

支部長感謝状（個人・法人）
銀色有功章（個人・法人）
金色有功章（個人・法人）
日本赤十字社社長感謝状
（個人・法人）

10万円以上に達した方
20万円以上に達した方
50万円以上に達した方
金色有功章受章後、
50万円以上に達した方

赤十字活動資金のご協力に対して、次のとおり表彰制度を設けています。（※義援金は対象外です。）

赤十字活動資金へのご寄付は確定申告することで、個人の所得税や企業の法人税の控除を受けられます。

銀色有功章
（個人・法人：楯式）

金色有功章（個人：勲章式）
（左：男性・右：女性）

寄付金の全額（ただし、上限は寄付者
の年間所得総額の４０％まで）から２千
円を差し引いた額が、寄付者の年間総
所得額から控除されます。

所得税
（所得控除）

優遇区分 措置の内容等
法人の場合

通常の寄付金の損金算入限度額とあ
わせて、別枠で算出した特定公益増進
法人に対する寄付金の損金算入限度
額を損金に算入することができます。

法人税

優遇区分 措置の内容等

宮崎県支部の公式SNSを開設しました!!
いいね・フォローをよろしくお願いします♪

〒880-0802 宮崎市別府町3番1号
TEL 0985-22-4045　FAX 0985-22-4178
E-mail　miyazaki-info@miyazaki.jrc.or.jp

宮崎県支部

日本赤十字社宮崎県支部からのお願い
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赤 十 字 活 動 資 金 へ あ た た か い ご 協 力 を お 願 い し ま す

災害救護活動

災害発生時、医療救護は特に注目されがちですが、
このほかにもさまざまなニーズに応えるために、
救援物資の搬送や赤十字ボランティアによる炊き
出しなど、全国から駆け付ける仲間（組織力）と
ともに、赤十字の強みを活かした活動を行います。

宮崎県支部では、生活に必要な救援
物資を県内各地に備蓄し、災害発生
時にお届けします。
〈内容〉
毛布・緊急セット・安眠セット・
ブルーシート・タオルケット等

有時にこそ「安心感」を与えられる。
そんな赤十字を目指します。

救急法等の講習普及

災害は、突然やってきます。日本赤十字社は皆さま
と共に、災害に備えるための活動「ACTION！防災・
減災」をはじめています。
その一環として、青少年赤十字加盟校や地域の皆
さまを対象に防災教室を開催しています。

防災教室 
「ACTION！防災・減災 ―命のために今うごく―」 赤十字ボランティア等の育成

被災者のために備える。
日本赤十字社の救援物資

いのちと健康、尊厳を守る赤十字運動の担い手と
なる赤十字ボランティアや青少年の育成にも取り組
んでいます。
下の写真は、そのボランティアがワクチン接種会場

で活動した時の様子です。

避難先での生活を支える、マット、枕、アイ
マスクなどをセットにした「安眠セット」1人分
を届けられます。

3,000円 安眠セット（1人分）
避難所での生活に不可欠な毛布1人分を
届けられます。

2,000円 毛布（1枚）
災害発生直後から避難所生活に必要なもの
一式が収納された「緊急セット」1セットを
届けられます。

5,000円 緊急セット（1セット4人分）

赤十字では、救急法、幼児安全法、健康生
活支援講習など県内各地でいのちを守る講習
会を開催しています。
コロナ禍においては、オンライン講習も実
施し、感染の心配なく在宅でもできる講習会
を確立・展開しています。

講習会
講習会に関するお問合せは
担当までお気軽にどうぞ。
　　　 （担当：事業推進課）

みなさまのご寄付でできること、例えばご寄付の方法

口座振替

QRコードより申込書をダウン
ロードし、必要事項をご記載の
うえご郵送ください。毎年・毎月
からお選びいただけます。

金融機関の口座振替で

払込票に寄付金額、住所、氏名等を記載し、
郵便局・銀行の窓口にてご寄付いただけます。
払込票をご希望の方はご連絡ください。

（担当：組織振興係）

お近くの郵便局・銀行で

クレカ

QRコードからの登録により、
クレジットカードでご寄付いた
だけます。毎年・毎月・今回のみ
からお選びいただけます。

クレジットカードで

宮崎県支部または、お住まいの市町村・社会福
祉協議会の赤十字窓口でご寄付を受け付けて
おります。（各市町村における赤十字窓口は裏面
をご覧ください。）

お近くの窓口で

事業紹介

宮崎県支部


